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建設業法（抄） 
 

昭和24年５月24日 法律第100号 

最近改正 令和６年６月14日 法律第49号 

 

 第３章 建設工事の請負契約 

  第１節 通則 

 （建設工事の請負契約の原則） 

第18条 建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基

いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。 

（建設工事の請負契約の内容） 

第19条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に

際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付し

なければならない。 

(1) 工事内容 

(2) 請負代金の額 

(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期 

(4) 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容 

(5) 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めを

するときは、その支払の時期及び方法 

(6) 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若し

くは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の

変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め 

(7) 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定

方法に関する定め 

(8) 価格等（物価統制令（昭和21年勅令第108号）第２条に規定する価格等を

いう。）の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更

及びその額の算定方法に関する定め 

(9) 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関

する定め 

(10) 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸
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与するときは、その内容及び方法に関する定め 

(11) 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び

方法並びに引渡しの時期 

(12) 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法 

(13) 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合に

おけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべ

き保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容 

(14) 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違

約金その他の損害金 

(15) 契約に関する紛争の解決方法 

(16) その他国土交通省令で定める事項 

２ 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するもの

を変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をし

て相互に交付しなければならない。 

３ 建設工事の請負契約の当事者は、前２項の規定による措置に代えて、政令

で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織

を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各項

の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずるこ

とができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者

は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。 

（現場代理人の選任等に関する通知） 

第19条の２ 請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場

合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為

についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法（第３項において「現場

代理人に関する事項」という。）を、書面により注文者に通知しなければなら

ない。 

２ 注文者は、請負契約の履行に関し工事現場に監督員を置く場合においては、

当該監督員の権限に関する事項及び当該監督員の行為についての請負人の注

文者に対する意見の申出の方法（第４項において「監督員に関する事項」とい

う。）を、書面により請負人に通知しなければならない。 

３ 請負人は、第１項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めると
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ころにより、同項の注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、電子情

報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて

国土交通省令で定めるものにより通知することができる。この場合において、

当該請負人は、当該書面による通知をしたものとみなす。 

４ 注文者は、第２項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めると

ころにより、同項の請負人の承諾を得て、監督員に関する事項を、電子情報処

理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土

交通省令で定めるものにより通知することができる。この場合において、当該

注文者は、当該書面による通知をしたものとみなす。 

（不当に低い請負代金の禁止） 

第19条の３ 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した

建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負

代金の額とする請負契約を締結してはならない。 

２ 建設業者は、自らが保有する低廉な資材を建設工事に用いることができる

ことその他の国土交通省令で定める正当な理由がある場合を除き、その請け負

う建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請

負代金の額とする請負契約を締結してはならない。 

（不当な使用資材等の購入強制の禁止） 

第19条の４ 注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用

して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購

入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない。 

（著しく短い工期の禁止） 

第19条の５ 注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認

められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはな

らない。 

２ 建設業者は、その請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められ

る期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。 

（発注者に対する勧告等） 

第19条の６ 建設業者と請負契約を締結した発注者（私的独占の禁止及び公正

取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）第２条第１項に規定する事業

者に該当するものを除く。）が第19条の３第１項又は第19条の４の規定に違反
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した場合において、特に必要があると認めるときは、当該建設業者の許可をし

た国土交通大臣又は都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をするこ

とができる。 

２ 建設業者と請負契約（請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに

限る。）を締結した発注者が前条第１項の規定に違反した場合において、特

に必要があると認めるときは、当該建設業者の許可をした国土交通大臣又は

都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができる。 

３ 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の勧告を受けた発注者がその勧告

に従わないときは、その旨を公表することができる。 

４ 国土交通大臣又は都道府県知事は、第１項又は第２項の勧告を行うため必

要があると認めるときは、当該発注者に対して、報告又は資料の提出を求め

ることができる。 

（建設工事の見積り等） 

第20条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際しては、工事内容に

応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費及び当該建設工事に従事する労働者に

よる適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定める

もの（以下この条において「材料費等」という。）その他当該建設工事の施工

のために必要な経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要

な日数を記載した建設工事の見積書（以下この条において「材料費等記載見積

書」という。）を作成するよう努めなければならない。 

２ 前項の場合において、材料費等記載見積書に記載する材料費等の額は、当

該建設工事を施工するために通常必要と認められる材料費等の額を著しく下

回るものであつてはならない。 

３ 建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契

約を締結するまでに、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行

うまでに、第19条第１項各号（第２号を除く。）に掲げる事項について、でき

る限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札ま

での間に、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な期間として政

令で定める期間を設けなければならない。 
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参照  政令で定める一定の期間－建設業法施行令第６条 

500万円未満     １日以上  

500～5,000万円未満 10日以上  

5,000万円以上    15日以上  

５ 建設業者は、前項の規定による材料費等記載見積書の交付に代えて、政令

で定めるところにより、建設工事の注文者の承諾を得て、当該材料費等記載見

積書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信

の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供するこ

とができる。この場合において、当該建設業者は、当該材料費等記載見積書を

交付したものとみなす。 

６ 建設工事の注文者は、第四項の規定により材料費等記載見積書を交付した

建設業者（建設工事の注文者が同項の請求をしないで第一項の規定により作成

された材料費等記載見積書の交付を受けた場合における当該交付をした建設

業者を含む。次項において同じ。）に対し、その材料費等の額について当該建

設工事を施工するために通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回る

こととなるような変更を求めてはならない。 

７ 前項の規定に違反した発注者が、同項の求めに応じて変更された見積書の

内容に基づき建設業者と請負契約（当該請負契約に係る建設工事を施工するた

めに通常必要と認められる費用の額が政令で定める金額以上であるものに限

る。）を締結した場合において、当該建設工事の適正な施工の確保を図るため

特に必要があると認めるときは、当該建設業者の許可をした国土交通大臣又は

都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができる。 

８ 前条第３項及び第４項の規定は、前項の勧告について準用する。 

（工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の通知等） 

第20条の２ 建設工事の注文者は、当該建設工事について、地盤の沈下その他

の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事

象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、国

土交通省令で定めるところにより、建設業者に対して、その旨を当該事象の

状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならない。 

２ 建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい

減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすもの
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として国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、

請負契約を締結するまでに、国土交通省令で定めるところにより、注文者に

対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しな

ければならない。 

３ 前項の規定による通知をした建設業者は、同項の請負契約の締結後、当該

通知に係る同項に規定する事象が発生した場合には、注文者に対して、第19

条第１項第７号又は第８号の定めに従つた工期の変更、工事内容の変更又は

請負代金の額の変更についての協議を申し出ることができる。 

４ 前項の協議の申出を受けた注文者は、当該申出が根拠を欠く場合その他正

当な理由がある場合を除き、誠実に当該協議に応ずるよう努めなければなら

ない。 

（契約の保証） 

第21条 建設工事の請負契約において請負代金の全部又は一部の前金払をする

定がなされたときは、注文者は、建設業者に対して前金払をする前に、保証人

を立てることを請求することができる。但し、公共工事の前払金保証事業に関

する法律（昭和27年法律第184号）第２条第４項に規定する保証事業会社の保

証に係る工事又は政令で定める軽微な工事については、この限りでない。 

 参照  政令で定める軽微な工事 

－建設業法施行令第６条の２（１件500万円未満） 

２ 前項の請求を受けた建設業者は、左の各号の一に規定する保証人を立てな

ければならない。 

(1) 建設業者の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払

の保証人 

(2) 建設業者に代つて自らその工事を完成することを保証する他の建設業者 

３ 建設業者が第１項の規定により保証人を立てることを請求された場合にお

いて、これを立てないときは、注文者は、契約の定にかかわらず、前金払を

しないことができる。 

（一括下請負の禁止） 

第22条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてする

かを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。 

２ 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一
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括して請け負つてはならない。 

３ 前２項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建

設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工

事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの

規定は、適用しない。 

４ 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるとこ

ろにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法

その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの

により、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、

当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。 

（下請負人の変更請求） 

第23条 注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認

められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、

あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この

限りでない。 

２ 注文者は、前項ただし書の規定による書面による承諾に代えて、政令で定

めるところにより、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者の承諾

を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す

る方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項ただし書の承諾をす

る旨の通知をすることができる。この場合において、当該注文者は、当該書

面による承諾をしたものとみなす。 

（工事監理に関する報告） 

第23条の２ 請負人は、その請け負つた建設工事の施工について建築士法（昭

和25年法律第202号）第18条第３項の規定により建築士から工事を設計図書の

とおりに実施するよう求められた場合において、これに従わない理由があると

きは、直ちに、第19条の２第２項の規定により通知された方法により、注文者

に対して、その理由を報告しなければならない。 

（請負契約とみなす場合） 

第24条 委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工

事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この

法律の規定を適用する。 
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第２節 元請負人の義務 

（下請負人の意見の聴取） 

第24条の２ 元請負人は、その請け負つた建設工事を施工するために必要な工

程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとする

ときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。 

（下請代金の支払） 

第24条の３ 元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後

における支払を受けたときは、当該支払の対象となつた建設工事を施工した下

請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び

当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた

日から１月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。 

２ 前項の場合において、元請負人は、同項に規定する下請代金のうち労務費

に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならな

い。 

３ 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購

入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払う

よう適切な配慮をしなければならない。 

（検査及び引渡し） 

第24条の４ 元請負人は、下請負人からその請け負つた建設工事が完成した旨

の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限

り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。 

２ 元請負人は、前項の検査によつて建設工事の完成を確認した後、下請負人

が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければ

ならない。ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から20日を

経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、

この限りでない。 

（不利益取扱いの禁止） 

第24条の５ 元請負人は、当該元請負人について第19条の３第１項、第19条の

４、第24条の３第１項、前条又は次条第３項若しくは第４項の規定に違反す

る行為があるとして下請負人が国土交通大臣等（当該元請負人が許可を受け
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た国土交通大臣又は都道府県知事をいう。）、公正取引委員会又は中小企業

庁長官にその事実を通報したことを理由として、当該下請負人に対して、取

引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならない。 

（特定建設業者の下請代金の支払期日等） 

第24条の６ 特定建設業者が注文者となつた下請契約（下請契約における請負

人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを

除く。以下この条において同じ。）における下請代金の支払期日は、第24条の

４第２項の申出の日（同項ただし書の場合にあつては、その一定の日。以下こ

の条において同じ。）から起算して50日を経過する日以前において、かつ、で

きる限り短い期間内において定められなければならない。 

 参照  政令で定める金額－建設業法施行令第７条の２（4,000万円） 

２ 特定建設業者が注文者となつた下請契約において、下請代金の支払期日が

定められなかつたときは第24条の４第２項の申出の日が、前項の規定に違反

して下請代金の支払期日が定められたときは同条第２項の申出の日から起算

して50日を経過する日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。 

３ 特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となつた下請契約に係る下請

代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関（預金又

は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。）による割引を受ける

ことが困難であると認められる手形を交付してはならない。 

４ 特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となつた下請契約に係る下請

代金を第１項の規定により定められた支払期日又は第２項の支払期日までに

支払わなければならない。当該特定建設業者がその支払をしなかつたときは、

当該特定建設業者は、下請負人に対して、第24条の４第２項の申出の日から

起算して50日を経過した日から当該下請代金の支払をする日までの期間につ

いて、その日数に応じ、当該未払金額に国土交通省令で定める率を乗じて得

た金額を遅延利息として支払わなければならない。 

 参照  省令で定める率－建設業法施行規則第14条（年14.6パーセント） 

（下請負人に対する特定建設業者の指導等） 

第24条の７ 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設

工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、この法律の規定

又は建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令
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の規定で政令で定めるものに違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるも

のとする。 

 参照  政令で定める法令の規定 

    －建設業法施行令第７条の３（建築基準法、宅地造成及び特定盛土 

等規制法、労働基準法、職業安定法、労働安全衛生法、労働者

派遣法） 

２ 前項の特定建設業者は、その請け負つた建設工事の下請負人である建設業

を営む者が同項に規定する規定に違反していると認めたときは、当該建設業

を営む者に対し、当該違反している事実を指摘して、その是正を求めるよう

に努めるものとする。 

３ 第１項の特定建設業者が前項の規定により是正を求めた場合において、当

該建設業を営む者が当該違反している事実を是正しないときは、同項の特定

建設業者は、当該建設業を営む者が建設業者であるときはその許可をした国

土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業としてその建設工事の行われる区

域を管轄する都道府県知事に、その他の建設業を営む者であるときはその建

設工事の現場を管轄する都道府県知事に、速やかに、その旨を通報しなけれ

ばならない。 

（施工体制台帳及び施工体系図の作成等） 

第24条の８ 特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つた場合にお

いて、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額（当該

下請契約が２以上あるときは、それらの請負代金の額の総額）が政令で定める

金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令

で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当

該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事

項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならな

い。 

 参照  政令で定める金額－建設業法施行令第７条の４ 

           建築一式 7,000万円 

           そ の 他 4,500万円 

国土交通省令で定める事項 
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      －建設業法施行規則第14条の２、14条の５、14条の７ 

２ 前項の建設工事の下請負人は、その請け負つた建設工事を他の建設業を営

む者に請け負わせたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の特

定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称、当該者の請

け負つた建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を通知

しなければならない。 

 参照  国土交通省令で定める事項 

      －建設業法施行規則第14条の３、14条の４ 

３ 第１項の特定建設業者は、同項の発注者から請求があつたときは、同項の

規定により備え置かれた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければ

ならない。 

４ 第１項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設

工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、

これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。 

 参照  国土交通省令で定める施工体系図 

      －建設業法施行規則第14条の６、14条の７ 

 

（第３章の２ 建設工事の請負契約に関する紛争の処理 省 略） 

 

 第４章 施工技術の確保 

（施工技術の確保に関する建設業者等の責務） 

第25条の27 建設業者は、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術

の確保に努めなければならない。 

２ 建設業者は、その労働者が有する知識、技能その他の能力についての公正

な評価に基づく適正な賃金の支払その他の労働者の適切な処遇を確保するた

めの措置を効果的に実施するよう努めなければならない。 

３ 建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実施するために必要な知識及

び技術又は技能の向上に努めなければならない。 

４ 国土交通大臣は、前３項の規定による取組に資するため、必要に応じ、講

習及び調査の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。 
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（第25条の28 建設工事の適正な施工の確保のために必要な措置 省 略） 

 

（主任技術者及び監理技術者の設置等） 

第26条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工

事に関し第７条第２号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設

工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの（以下「主任技術者」という。）

を置かなければならない。 

２ 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施

工するために締結した下請契約の請負代金の額（当該下請契約が２以上ある

ときは、それらの請負代金の額の総額）が第３条第１項第２号の政令で定め

る金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事

に関し第15条第２号イ、ロ又はハに該当する者（当該建設工事に係る建設業

が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定

により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認

定した者）で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさ

どるもの（以下「監理技術者」という。）を置かなければならない。 

 参照  建設業法第３条第１項第２号の政令で定める金額 

        －建設業法施行令第２条 建 築 工 事 業 7,000万円 

その他の工事業 4,500万円 

３ 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工

作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前２項の規定

により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、

専任の者でなければならない。ただし、次に掲げる主任技術者又は監理技術

者については、この限りでない。 

(1) 当該建設工事が次のイからハまでに掲げる要件のいずれにも該当する場

合における主任技術者又は監理技術者 

イ 当該建設工事の請負代金の額が政令で定める金額未満となるものであ

ること。 

ロ 当該建設工事の工事現場間の移動時間又は連絡方法その他の当該工事

現場の施工体制の確保のために必要な事項に関し国土交通省令で定める
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要件に適合するものであること。 

ハ 主任技術者又は監理技術者が当該建設工事の工事現場の状況の確認そ

の他の当該工事現場に係る第26条の４第１項に規定する職務を情報通信

技術を利用する方法により行うため必要な措置として国土交通省令で定

めるものが講じられるものであること。 

二 当該建設工事の工事現場に、当該監理技術者の行うべき第26条の４第１

項に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し第15条第２号

イ、ロ又はハに該当する者に準ずる者として政令で定める者を専任で置く

場合における監理技術者 

 参照  政令で定める重要な工事 

－建設業法施行令第27条   建 築 工 事 業 8,000万円 

その他の工事業 4,000万円 

４ 前項ただし書の規定は、同項各号の建設工事の工事現場の数が、同一の主

任技術者又は監理技術者が各工事現場に係る第26条の４第１項に規定する職

務を行つたとしてもその適切な遂行に支障を生ずるおそれがないものとして

政令で定める数を超えるときは、適用しない。 

 参照  政令で定める数－建設業法施行令第29条（2）  

５ 第３項の規定により専任の者でなければならない監理技術者（同項各号に

規定する監理技術者を含む。次項において同じ。）は、第27条の18第１項の

規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第26条の６

から第26条の８までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講し

たもののうちから、これを選任しなければならない。 

６ 前項の規定により選任された監理技術者は、発注者から請求があつたとき

は、監理技術者資格者証を提示しなければならない。 

第26条の２ 土木工事業又は建築工事業を営む者は、土木一式工事又は建築一

式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工

事（第３条第１項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。）を施工す

るときは、当該建設工事に関し第７条第２号イ、ロ又はハに該当する者で当該

工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置

いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設
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業者に当該建設工事を施工させなければならない。 

 参照  建設業法第３条第１項ただし書の政令で定める軽微な建設工事 

                     －建設業法施行令第１条の２ 

２ 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事

（第３条第１項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。）を施工す

る場合においては、当該建設工事に関し第７条第２号イ、ロ又はハに該当す

る者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさど

るものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可

を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。 

第26条の３ 特定専門工事の元請負人及び下請負人（建設業者である下請負人

に限る。以下この条において同じ。）は、その合意により、当該元請負人が

当該特定専門工事につき第二十六条第一項の規定により置かなければならな

い主任技術者が、その行うべき次条第一項に規定する職務と併せて、当該下

請負人がその下請負に係る建設工事につき第二十六条第一項の規定により置

かなければならないこととされる主任技術者の行うべき次条第一項に規定す

る職務を行うこととすることができる。この場合において、当該下請負人は、

第二十六条第一項の規定にかかわらず、その下請負に係る建設工事につき主

任技術者を置くことを要しない。 

２ 前項の「特定専門工事」とは、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設

工事のうち、その施工技術が画一的であり、かつ、その施工の技術上の管理

の効率化を図る必要があるものとして政令で定めるものであつて、当該建設

工事の元請負人がこれを施工するために締結した下請契約の請負代金の額

（当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額。以下こ

の項において同じ。）が政令で定める金額未満となるものをいう。ただし、

元請負人が発注者から直接請け負つた建設工事であつて、当該元請負人がこ

れを施工するために締結した下請契約の請負代金の額が第二十六条第二項に

規定する金額以上となるものを除く。 

 参照  政令で定める特定専門工事、金額－建設業法施行令第30条 

３ 第一項の合意は、書面により、当該特定専門工事（前項に規定する特定専

門工事をいう。第七項において同じ。）の内容、当該元請負人が置く主任技

術者の氏名その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとす
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る。 

４ 第一項の元請負人及び下請負人は、前項の規定による書面による合意に代

えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する

方法であつて国土交通省令で定めるものにより第一項の合意をすることがで

きる。この場合において、当該元請負人及び下請負人は、当該書面による合

意をしたものとみなす。 

５ 第一項の元請負人は、同項の合意をしようとするときは、あらかじめ、注

文者の書面による承諾を得なければならない。 

６ 注文者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるとこ

ろにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法

その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの

により、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、

当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。 

７ 第一項の元請負人が置く主任技術者は、次に掲げる要件のいずれにも該当

する者でなければならない。 

一 当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し一年以上指導監督的な実

務の経験を有すること。 

二 当該特定専門工事の工事現場に専任で置かれること。 

８ 第一項の元請負人が置く主任技術者については、第二十六条第三項の規定

は、適用しない。 

９ 第一項の下請負人は、その下請負に係る建設工事を他人に請け負わせては

ならない。 

（主任技術者及び監理技術者の職務等） 

第26条の４ 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正

に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他

の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の

職務を誠実に行わなければならない。 

２ 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技

術者がその職務として行う指導に従わなければならない。 

（営業所技術者等に関する主任技術者又は監理技術者の職務の特例） 

第26条の５ 建設業者は、第26条第３項本文に規定する建設工事が次の各号に
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掲げる要件のいずれにも該当する場合には、第７条（第２号に係る部分に限

る。）又は第15条（第２号に係る部分に限る。）及び同項本文の規定にかか

わらず、その営業所の営業所技術者又は特定営業所技術者について、営業所

技術者にあつては第26条第１項の規定により当該工事現場に置かなければな

らない主任技術者の職務を、特定営業所技術者にあつては当該主任技術者又

は同条第二項の規定により当該工事現場に置かなければならない監理技術者

の職務を兼ねて行わせることができる。 

(1) 当該営業所において締結した請負契約に係る建設工事であること。 

(2) 当該建設工事の請負代金の額が政令で定める金額未満となるものである

こと。 

(3) 当該営業所と当該建設工事の工事現場との間の移動時間又は連絡方法そ

の他の当該営業所の業務体制及び当該工事現場の施工体制の確保のために

必要な事項に関し国土交通省令で定める要件に適合するものであること。 

(4) 営業所技術者又は特定営業所技術者が当該営業所及び当該建設工事の工

事現場の状況の確認その他の当該営業所における建設工事の請負契約の締

結及び履行の業務に関する技術上の管理に係る職務並びに当該工事現場に

係る前条第一項に規定する職務（次項において「営業所職務等」という。）

を情報通信技術を利用する方法により行うため必要な措置として国土交通

省令で定めるものが講じられるものであること。 

２ 前項の規定は、同項の工事現場の数が、営業所技術者又は特定営業所技術

者が当該工事現場に係る主任技術者又は監理技術者の職務を兼ねて行つたと

しても営業所職務等の適切な遂行に支障を生ずるおそれがないものとして政

令で定める数を超えるときは、適用しない。 

３ 第１項の規定により監理技術者の職務を兼ねて行う特定営業所技術者は、

第27条の18第１項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者で

あつて、第26条第５項の講習を受講したものでなければならない。 

４ 前項の特定営業所技術者は、発注者から請求があつたときは、監理技術者

資格者証を提示しなければならない。 

 

（第26条の６ 登録～第27条の22 国土交通省令への委任 省 略） 
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 第４章の２ 建設業者の経営に関する事項の審査等 

（経営事項審査） 

第27条の23 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるも

のを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるとこ

ろにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。 

 参照  政令で定める建設工事－建設業法施行令第42条 

国土交通省令で定める審査－建設業法施行規則第18条の２ 

２ 前項の審査（以下「経営事項審査」という。）は、次に掲げる事項につい

て、数値による評価をすることにより行うものとする。 

(1) 経営状況 

(2) 経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項 

３ 前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審

議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。 

（経営状況分析） 

第27条の24 前条第２項第１号に掲げる事項の分析（以下「経営状況分析」と

いう。）については、第27条の31の規定及び第27条の32において準用する第26

条の７の規定により国土交通大臣の登録を受けた者（以下「登録経営状況分析

機関」という。）が行うものとする。 

２ 経営状況分析の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を登

録経営状況分析機関に提出してしなければならない。 

 参照  国土交通省令で定める事項－建設業法施行規則第19条の３ 

３ 前項の申請書には、経営状況分析に必要な事実を証する書類として国土交

通省令で定める書類を添付しなければならない。 

 参照  国土交通省令で定める書類－建設業法施行規則第19条の４ 

４ 登録経営状況分析機関は、経営状況分析のため必要があると認めるときは、

経営状況分析の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることがで

きる。 

（経営状況分析の結果の通知） 

第27条の25 登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行つたときは、遅滞な

く、国土交通省令で定めるところにより、当該経営状況分析の申請をした建設
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業者に対して、当該経営状況分析の結果に係る数値を通知しなければならない。 

（経営規模等評価） 

第27条の26 第27条の23第２項第２号に掲げる事項の評価（以下「経営規模等

評価」という。）については、国土交通大臣又は都道府県知事が行うものとす

る。 

２ 経営規模等評価の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を

建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければな

らない。 

 参照  国土交通省令で定める事項－建設業法施行規則第19条の７ 

３ 前項の申請書には、経営規模等評価に必要な事実を証する書類として国土

交通省令で定める書類を添付しなければならない。 

 参照  国土交通省令で定める書類－建設業法施行規則第19条の８ 

４ 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価のため必要があると認

めるときは、経営規模等評価の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を

求めることができる。 

（経営規模等評価の結果の通知） 

第27条の27 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価を行つたとき

は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営規模等評価の申

請をした建設業者に対して、当該経営規模等評価の結果に係る数値を通知しな

ければならない。 


